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平成 24年 1 月 10日以後に終了する連結事業年度分の場合 

欄 記    載    要    領 注 意 事 項 

「当期控除額 3」  震災特例法第 26 条の 3 第 1 項((連結法人の再投資等準

備金))の規定の適用を受ける場合には、別表四の二「49

の①」の金額は、各連結法人の再投資等準備金として積み

立てた金額を損金の額に算入しないで計算した場合の同

欄の金額を記載します。 

 

「当期控除額 5」  震災特例法第 26条の 3第 1 項の規定の適用を受ける場

合には、別表四の二「49 の①」の金額は、各連結法人の

再投資等準備金として積み立てた金額を損金の額に算入

しないで計算した場合の同欄の金額を記載します。 

 

「調整前当期控除額 9」  震災特例法第 26条の 3第 1 項の規定の適用を受ける場

合には、別表四の二付表「49 の①」の金額は、各連結法

人の再投資等準備金として積み立てた金額を損金の額に

算入しないで計算した場合の同欄の金額を記載します。 

 

 

 

 

 

 

○ 各欄の記載要領（追加分） 

別表七の二付表一 ｢連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算
に関する明細書」 


